
函館市医療・介護連携推進協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 市民が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで

続けることができるよう，包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制の

構築と多職種連携の深化のための方策等を協議するため，函館市医

療・介護連携推進協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（協議事項） 

第２条 協議会は，次に掲げる事項を協議する。 

(1) 地域における在宅医療，介護および障がい福祉の災害時対応を含

む連携に係る課題の抽出ならびに対応策の検討に関する事項 

(2) 関係市町との連携に関する事項 

(3) 函館市医療・介護連携支援センター運営業務実施要綱第７条各号

に規定する事業・業務に関する事項 

(4) その他前各号に関連する事項 

（委員） 

第３条 協議会は，委員１３人以内をもって構成する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから市長が指定する。 

(1) 地域医療にかかわる関係団体に所属する者 

(2) 介護サービスまたは障がい福祉サービスにかかわる関係団体に所

属する者 

(3) 函館市職員 

（任期） 

第４条 委員の任期は，協議会の委員を指定した日から令和９年３月 

３１日までとする。 

（座長） 

第５条 協議会に座長１人を置く。 

２ 座長は，函館市職員をもって充てる。 

３ 座長は，協議会の事務を総理し，協議会を代表する。 

４ 座長に事故があるときは，あらかじめ座長の指名する者が，その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は，座長が招集する。 

２ 座長は，協議会の会議の議長となる。 

３ 協議会の会議は，委員の半数以上が出席しなければ開くことができ

ない。 



４ 座長は，必要があると認めるときは，協議会の会議に委員以外の者

の出席を求め，その意見または説明を聴くことができる。 

（部会） 

第７条 協議会は，第２条の協議事項を分掌させる必要があると認める

ときは，部会を置くことができる。 

２ 部会の設置および協議事項は，座長が会議に諮って定める。 

３ 部会は，次の各号に掲げる者のうち市長が指定した者（以下，「部会

員」という。）をもって構成する。 

(1) 第３条第２項第１号および第２号に規定する委員または当該委員

が所属する関係団体が指名する者 

(2) その他，座長が必要と認める者 

４ 部会員の任期は，第４条に規定する委員の任期に準じるものとする。 

５ 部会は，分掌した事項を協議し，その結果を協議会に報告する。 

（部会長および副部会長） 

第８条 部会に部会長１人を置く。 

２ 部会長は，部会員の互選により定める。 

３ 部会長は，部会の事務を総理し，部会を代表する。 

４ 部会長は，必要があると認めるときは，部会員の中から副部会長 

１人を指名し，部会に置くことができる。 

５ 部会長に事故があるときは，副部会長がその職務を代理する。なお，

副部会長を置かない場合は，部会長があらかじめ指名する部会員がそ

の職務を代理する。 

６ 部会長は，必要があると認めるときは，部会の会議に部会員以外の

者の出席を求め，その意見または説明を聴くことができる。 

（顧問） 

第９条 市長は，医療・介護の連携に関し必要な助言を得るため，協議

会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は，市長が指定する。 

（庶務） 

第 10条 協議会の庶務は，保健福祉部において処理する。 

（補則） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項

は，座長が協議会に諮って定める。 

附 則  

この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則  



この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は，令和６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は，令和８年４月１日から施行する。 


